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本試験問題 TAC予想問題

〔第一問〕問１ ⑶
　⑶ 　下線②に関して、 ａ と ｂ を表すため、討議資料第

３章では貸借対照表及び損益計算書に関する構成要素を定義して
いる。次のア～オの文章は、第３章が定義している８項目のうち
から５項目を説明したものである。空欄 ア ～ オ に入
るべき語句の組み合わせとして最も適切なものを【選択肢】の中
から１つ選び、その記号（い～ほ） で答えなさい。

　ア 　 ア とは、過去の取引又は事象の結果として、報告主体が
支配している経済的資源を放棄若しくは引き渡す義務、又はその
同等物をいう。

　イ 　 イ とは、 ウ 又は少数株主損益（非支配株主損益）を
増加させる項目であり、特定期間の期末までに生じた エ の
増加や ア の減少に見合う額のうち、投資のリスクから解放
された部分である。

　ウ 　 ウ とは、特定期間の期末までに生じた純資産の変動額の
うち、その期間中にリスクから解放された投資の成果であって、
報告主体の所有者に帰属する部分をいう。

　エ 　 エ とは、過去の取引又は事象の結果として、報告主体が
支配している経済的資源をいう。

　オ 　 オ とは、 ウ 又は少数株主損益（非支配株主損益）を
減少させる項目であり、特定期間の期末までに生じた エ の
減少や ア の増加に見合う額のうち、投資のリスクから解放
された部分である。

●直前予想答練　第３回〔第一問〕２
　２ 　空欄 ② から ⑪ に入る適切な用語を答えなさい。
　　　　　　　　第３章　財務諸表の構成要素
　　４ ．資産とは、過去の取引または事象の結果として、報告主体が

支配している ⑤ をいう。
　　５ ．負債とは、過去の取引または事象の結果として、報告主体が

支配している ⑤ を放棄もしくは引き渡す義務、またはそ
の同等物をいう。

　　９ ．純利益とは、 ⑥ までに生じた純資産の変動額…（略）…
のうち、その期間中に ⑦ された投資の成果であって、報
告主体の所有者に帰属する部分をいう。…

〔第二問〕問２ ⑴
　⑴ 　次の文章は、会計上の見積りの変更の処理に関する記述である。

空欄 ａ ～ ｄ に入る最も適切な用語と金額を、【選択肢】
の中から選び、番号で答えなさい。

　　 　最後に第３法として、見積りの変更による影響額を全額変更以
降の期間に負担させる、つまり【前提条件】に示した例でいえば
X5期首時点での未償却残高をそれ以降の耐用年数にわたって償
却していく方法もあり、これは ｄ 方式と呼ばれる。

●直前予想答練　第２回〔第一問〕３ ⑵
　⑵ 　減価償却の耐用年数の変更について、「基準」で認めている取

扱い方法の名称を答えなさい。

〔第三問〕１ ⑴
他人振出の
当座小切手

300 得意先A社から売掛金の回収として受け
取り、現金として記帳済みである。小切
手の振出日はX5年５月10日である。

●実力完成答練　第３回〔第三問〕１ ⑶
　⑶ 　試算表の現金には、当社が販売した製品の代金として受け取っ

た500千円の小切手（振出日：令和５年４月15日）が含まれている。

〔第三問〕１ ⑵
定期預金 21,420 全額がX4年７月１日に預け入れた外貨建

定期預金（預入金額200千ドル、利率年２ 
％、利払日年２回（６月末及び12月末）、
預入期間２年）である。当期末における
為替レートは、115円／ドルとする。なお、
未収利息の会計処理は未処理である。

●全国公開模試〔第三問〕１ ⑶
　⑶ 　定期預金はすべて当期にMS銀行で口座開設した外貨預金であ

る（契約日：X5年10月２日、満期日X8年10月１日）。預入金額は
400千ドル、利率年0. 5% 、利払日は年１回９月30日であり、経
過利息（６カ月分）の会計処理が行われていない。

　　　なお、X6年３月31日の直物レートは、130円／ドルである。　

〔第三問〕２ ⑵
　⑵ 　得意先Ｄ社に対する営業債権は、前期において経営状況が悪化

していたため貸倒懸念債権に分類していたが、同社はX5年２月
に二度目の不渡りを発生させ銀行取引停止処分になった。Ｄ社に
対する営業債権の期末残高は受取手形6,340千円及び売掛金3,750
千円である。なお、Ｄ社からは2,000千円相当のゴルフ会員権を
担保として受け入れている。

●実力完成答練　第２回〔第三問〕２ ⑶
　⑶ 　前期末においてＣ社に対する売掛金15,000千円を貸倒懸念債権

に分類していたが、同社は当期に二度目の不渡りを発生させ、銀
行取引停止処分を受けた。当該債権について今後１年以内に回収
ができないと判断し、破産更生債権等に分類する。なお、当期に
おいて同社との取引はなく、取引開始時より有価証券（取引開始
時の時価2,500千円、期末時価3,000千円）を担保として入手して
いる。

〔第三問〕２ ⑶
　⑶ 　得意先Ｅ社に対する売掛金は、当期に入ってから回収が滞り始

めたため、Ｅ社との取引を停止するとともに、その全額を手形で
回収していた。しかし、当該手形については、その後、支払期日
が再三延期されており、回収について重大な問題が生じる可能性
が高いと判断された。Ｅ社に対する受取手形の期末残高は4,200
千円（X5年９月30日期日）である。なお、Ｅ社から2,000千円の
定期預金証書を担保として受け入れている。

●直前予想答練　第１回〔第三問〕２ ⑶
　⑶ 　得意先Ｂ社に対する売掛金は、当期に入ってから回収が遅延し

たため、Ｂ社との取引を停止するとともに、その全額を手形で回
収した。しかし、当該手形については、その後、支払期日が再三
延期されており、回収について重大な問題が生じる可能性が高い
と判断された。Ｂ社に対する受取手形の期末残高は5,500千円で
ある。なお、同社から取引開始時に営業保証金1,000千円（前期
末同額）を預っている。



〔第三問〕４
　４ 　有価証券に関する事項
　　 　決算整理前残高試算表の有価証券勘定の内訳は次のとおりであ

る。
 （単位：千円）

銘柄等
前期末残高 当期末残高

備　考
取得原価 時価 取得原価 時価

Ｆ社株式 52,000 27,364 52,000 25,772 上場株式であり、長期投資
目的で保有している。全て
借入金の担保に供している。

Ｇ社株式 51,000 56,100 51,000 （各自推定） 海外上場株式であり、長期
投資目的で保有している。

Ｈ社株式 42,339 − 42,339 − 非上場株式であり、長期投
資目的で保有している。

Ｉ社株式 − − （各自推定） − 非上場の子会社株式
自己株式 10,000 − 10,000 − 前期末保有株式数100株単

価100千円

　　⑴ 　「その他有価証券」のうち、時価のあるものは時価法（評価
差額は全部純資産直入法により処理し、税効果会計を適用す
る。）、時価のないものは原価法によって評価している。時価が
取得原価の50％以上下落した場合には減損処理を行う。なお、
この減損処理は、税務上も全額が損金の額として認められるも
のとする。前期決算における「その他有価証券」に係る時価評
価の仕訳（税効果会計に関する仕訳を含む。）は期首に振戻し
を行っている。

　　⑵ 　Ｇ社株式を20,000株所有しており、当期末における１株当た
り時価は24ドル、当期末における為替レートは115円／ドルで
ある。

●直前予想答練　第１回〔第三問〕４
　４　有価証券に関する事項
　　　決算整理前残高試算表の有価証券の内訳は、次のとおりである。

銘柄 取得原価 前期末時価 当期末時価 備　考

ＦＣ社株式 100千ドル 110千ドル 105千ドル 海外上場株式であり、長期投
資目的で保有。下記⑷参照。

ＲＢ社株式 85千ドル − − 海外非上場株式であり、長期
投資目的で保有。下記⑸参照。

Ｃ社社債 8,500千円 − 8,600千円 満期保有目的の債券に該当
する。下記⑹参照。

Ｄ社株式 9,450千円 10,020千円 10,120千円 長期投資目的で保有。
Ｅ社株式 4,560千円 3,210千円 2,110千円 長期投資目的で保有。
Ｆ社株式 15,000千円 18,200千円 18,500千円 当社の子会社である。

　　⑴　当社は売買目的有価証券を保有していない。
　　⑵ 　「その他有価証券」の評価については、時価のあるものは時

価法（評価差額は税効果会計を適用した上で全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平均法により算定する。）によ
り評価し、時価のないものは移動平均法による原価法により評
価する。前期決算における「その他有価証券」に係る時価評価
の仕訳（ 税効果会計に関する仕訳を含む。） は期首に振戻しを
行っている。

　　⑶ 　時価のある株式については期末時価が、時価のない株式につ
いては実質価額がそれぞれ取得原価よりも50％以上下落した場
合には、時価が取得原価まで回復する見込みがないものとして
減損処理を行う。なお、この減損処理は、税務上もその全額が
損金として認められるものとする。

　　⑷　取得時の為替レートは110円／ドルである。
　　⑸　取得時の為替レートは108円／ドルである。
　　⑹ 　Ｃ社が発行した社債（償還日：2027年３月31日） を額面金額

で前期に取得した ものてある。

〔第三問〕５
　５ 　商品及び仕入高に関する事項
　　⑴ 　決算整理前残高試算表の繰越商品勘定の金額は、前期末残高

である。

　　⑵ 　商品の期末残高の内訳は次のとおりである。商品は移動平均
法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に
より評価しており、帳簿棚卸高に記載の単価は移動平均法によ
り適正に計算されている。

商品名
帳簿棚卸高 実地棚卸高

差異の内容等
数量 単価 数量

Ｊ商品 8,705個 10,600円 8,625個 下記⑶参照
Ｋ商品 13,010個 7,800円 12,950個 下記⑷参照
Ｌ商品 5,220個 16,800円 5,220個 下記⑸参照
Ｍ商品 9,280個 14,100円 9,470個 下記⑹参照

　　⑶ 　Ｊ商品の棚卸差異は、原因が不明であったため、売上原価処
理を行う。

　　⑷ 　Ｋ商品の棚卸差異は、見本品として店舗内に展示しているた
めに生じたものであることが判明したため、販売費及び一般管
理費（広告宣伝費）に振替計上する。

　　⑸ 　Ｌ商品のうち3,000個は天災により損傷を受けていることが
判明した。当該商品の処分見込額は１個当たり1,800円である。
当該簿価切下げ額は特別損失の棚卸資産評価損に計上する。

　　⑹ 　Ｍ商品の棚卸差異は、全て仕入の計上が漏れていたものであ
ることが判明したため、仕入の追加計上を行う。なお、追加計
上分の商品代金は、期末日現在未払いであり、１個当たりの単
価は14,100円である。

●実力完成答練　第１回〔第三問〕５
　５ 　棚卸資産に関する事項
　　 　棚卸資産の期末数量等の内訳は次のとおりであり、前期末の棚

卸資産について収益性の低下による簿価切下げは行っていない。
商品は移動平均法による原価法（収益性が低下した場合には、帳
簿価額の切下げを行う。）により評価している。

帳簿棚卸高 実地棚卸高
備　考

数量 単価 数量
商品 甲 15,760個 9,900円／個 14,760個 下記⑵参照
商品 乙 3,780個 3,500円／個 4,780個 下記⑶参照
商品 丙 19,540個 300円／個 19,440個 下記⑷参照
商品 丁 2,780個 21,800円／個 2,780個 下記⑸参照

　　⑴　残高試算表の繰越商品及び貯蔵品は前期末残高である。
　　⑵ 　商品甲の棚卸差異は見本品として店舗内に展示していること

から生じたものであることが判明したため、販売費及び一般管
理費の広告宣伝費に振替計上する。

　　⑶ 　商品乙の棚卸差異は仕入の計上が漏れていたことと判明した
ため、仕入の追加計上を行う。

　　　 　なお、追加計上分の商品代金は、期末日現在末払いであり、
１個当たりの単価は3,500円である。

　　⑷ 　商品丙の棚卸差異は原因が不明であったため、棚卸減耗とし
て売上原価処理する。

　　⑸ 　実地棚卸の結果、商品丁のうち30個は品質が著しく低下（処
分見込価額： 5,800円／個） していることが判明した。なお、
当該簿価切下げ額は売上原価に計上する。

〔第三問〕６ ⑵
　⑵ 　決算整理前残高試算表の販売費及び一般管理費に含まれている

修繕費勘定に計上された取引を検討したところ、X4年10月１日
に支出した2,000千円は構築物として計上すべきものであった。
当該資産の耐用年数は20年、残存価額はゼロである。なお、当該
支出と同時に事業の用に供している。

●実力完成答練　第４回〔第三問〕７ ⑶
　⑶ 　残高試算表の販売費及び一般管理費（修繕費）には、2022年９

月５日に事務所から店舗に用途変更のための模様替え等改造又は
改装に直接要した費用の額6,000千円が含まれているが、当該費
用は建物に係る資本的支出に該当するため、残存価額をゼロとす
る定額法（償却率： 0.020）により償却することとする。



〔第三問〕７
　７ 　ソフトウェアに関する事項
　　 　決算整理前残高試算表のソフトウェア勘定の内訳は次のとおり

である。
　　 　いずれも社内利用のソフトウェアであり、その利用により将来

の費用削減効果が確実と認められる。
　　 　営業管理システムに係るソフトウェアは、前期まで利用可能期

間を５年として償却計算を実施しており、当該利用可能期間及び
償却計算は適正である。当期の償却計算は未処理である。
システム 取得価額（千円） 利用開始時期 備　考
営業管理
システム

27,600 X3年４月１日 当期において利用可能期間を見直し
た結果、利用開始時期からの利用可
能期間は４年が適切であると判明し
たため、当期からの償却計算は利用
可能期間を４年として行う。
なお、上記事項は誤謬ではない。

事務管理
システム

1,200 制作中 期中に社内で制作を開始したが、
期末現在、制作中である。

●実力完成答練　第３回〔第三問〕７
　７　ソフトウェアに関する事項
　　　　試算表のソフトウェアの内訳は次のとおりである。

システム名称 利用開始時期 帳簿価額
顧客管理 令和３年６月 8,000千円
製造管理 制作途中 4,000千円

　　　 　当期の償却計算は未済であり、償却期間は効果の及ぶ期間5 
年（定額法） である。

　　　 　なお、いずれも自社利用のソフトウェアであり、その利用に
より将来の費用削減が確実と認められる。

〔第三問〕９ ⑴
　⑴ 　借入金のうち80,000千円は、X4年11月１日に借り入れたもので

ある。X5年10月31日に一括返済するものであり、利率は年0.75％
である。借入時に利息は全額現金で支払い、支払利息として会計
処理済みである。

　　 　また、借入れに際して保証料600千円を前払いしたが、仮払金
勘定に計上したのみである。なお、当期に帰属する保証料は、支
払利息として会計処理する。

●実力完成答練　第３回〔第三問〕９ ⑴
　⑴ 　当社は令和４年５月１日に研究開発資金に充てるため100,000

千円を借り入れており、令和７年４月30日に一括返済する予定で
あるが、入金額を仮受金として処理している。また、借入に際し
て保証料3,960千円（３年分）を支払い、仮払金処理している。
なお、当該保証料のうち、当期負担分を支払利息として処理する
こととする。

〔第三問〕９ ⑵
　⑵ 　借入金のうち200, 000千円は、X4年10月１日に借り入れたもの

である。X5年９月30日を第１回とし、X9年９月30日まで毎年９ 
月30日に元金均等返済を行い、利息も元金返済時に支払う。利率
は年1.5％である。

●直前予想答練　第２回〔第三問〕11 ⑴
　⑴ 　借入金のうち100,000千円は、新営業所開設のためにX31年９月

１日に借入れ、翌月末より毎月5,000千円の元本の返済及び利息
の支払いを行っているものである。

〔第三問〕12
　12 　役員賞与に関する事項
　　 　X5年６月開催予定の株主総会において、当期の職務執行に対

する役員賞与1,500千円の支出を決議事項とすることとしたが、
会計処理が未処理である。

●実力完成答練　第３回〔第三問〕10
　10 　役員賞与引当金に関する事項
　　 　試算表の役員賞与引当金は、前期末に役員賞与（本社役員に対

するもの。）の支給のために引当計上したものであるが、試算表
の販売費及び一般管理費に当期支給分が全額計上されている。

　　 　また、当期末において役員賞与引当金4,400千円（本社役員に
対するもの。）を計上する。

〔第三問〕13
　13　退職給付に関する事項
　　 　甲社は確定給付型の退職一時金制度と企業年金制度を採用して

おり、従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債
務から期末における年金資産の額を控除した金額をもって退職給
付引当金を計上している。また、甲社は従業員か300人未満であ
り合理的に数理計算上の見積りを行うことが困難であるため、退
職一時金制度においては期末自己都合要支給額を退職給付債務と
し、企業年金制度においては年金財政計算上の数理債務を退職給
付債務とする方法（簡便法）を採用している。なお、決算整理前
残高試算表の退職給付引当金勘定の金額は前期末残高であり、退
職給付に係る会計処理が未処理である。

　　⑴ 　退職一時金制度における自己都合要支給額、企業年金制度に
おける年金財政計算上の数理債務及び年金資産の額は、次のと
おりである。なお、年金資産の額は、公正な評価額である。

 （単位： 千円）
退職一時金制度 企業年金制度

自己都合要支給額
年金財政計算上

の数理債務
年金資産の額

当期末 81,330 90,890 46,920
前期末 71,490 75,880 33,780

　　⑵ 　当期における退職一時金の支給額は3,250千円、退職年金へ
の拠出金は9,480千円であり、いずれも仮払金勘定に計上して
いる。また、当期における年金給付支払額は2,010千円であった。

　　⑶　退職給付引当金は税効果会計を適用する。

●実力完成答練　第５回〔第三問〕９
　９　退職給付引当金に関する事項
　　⑴ 　当社は確定給付型の退職一時金制度と企業年金制度を採用し

ており、従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給
付債務から年金資産の額を控除した額をもって退職給付引当金
を計上している。また、当社は従業員が300人未満であり合理
的に数理計算上の見積りを行うことが困難であるため、退職一
時金制度においては期末自己都合要支給額を退職給付債務と
し、企業年金制度においては年金財政計算上の数理債務を退職
給付債務とする方法（簡便法）を採用している。

　　⑵ 　退職一時金制度における自己都合要支給額、企業年金制度に
おける数理債務及び年金資産の額は、次のとおりである。なお、
年金資産の額は、公正な評価額である。

退職一時金制度 企業年金制度
自己都合要支給額 数理債務の額 年金資産の額

前期末 386,114千円 325,466千円 116,245千円
当期末 396,278千円 325,961千円 117,145千円

　　⑶ 　当期における退職一時金の支給額は4,560千円であり、仮払
金に計上している。

　　⑷ 　当期における退職年金への拠出額は1,700千円てあり、仮払
金に計上している。また、年金給付支払額は1,690千円であった。

　　⑸ 　税務上、退職給付引当金は全額が一時差異に該当し、繰延税
金資産の回収可能性に問題はないものとする。



〔第三問〕14
　14 　配当に関する事項
　　 　X4年６月に開催された定時株主総会において、１株当たり800

円（配当財源は繰越利益剰余金）の金銭による配当を行うことが
決議され、配当金は全額支払済みであるが、配当額を仮払金勘定
に計上したのみで会計処理が未処理である。配当金に係る源泉所
得税は考慮しない。

　　 　加えて、繰越利益剰余金の配当をする場合に定められた利益準
備金の積立ての会計処理が未処理である。

　　 　併せて繰越利益剰余金を財源とする20,000千円の別途積立金の
積立てが決議されているが、会計処理が未処理である。

　　 　なお、X4年３月31日現在における発行済株式数は5,000株であっ
た。

●全国公開模試〔第三問〕11
　11　配当に関する事項
　　 　X5年６月27日に開催された定時株主総会において、発行済株

式１株当たり20千円（配当財源は繰越利益剰余金） の配当を行う
ことが決議されたが、配当額につき仮払金に計上したのみである。
基準日はX5年３月31日とし、同日における発行済株式総数は7,800
株である。また、定時株主総会の翌日を効力発生日とする。

〔第三問〕15
　15　諸税金に関する事項
　　⑴ 　当期に納付した前期分の事業税の確定税額は5,500千円で

あった。各税目とも前期末未払計上額と納付額に過不足はな
かった。

　　⑵ 　当期の確定年税額（中間納付額控除前）は、法人税及び住民
税が89,000千円、事業税が27,300千円（付加価値割及び資本割
により算定された税額1,800千円を含む。）、消費税等が36,300千
円である。

　　　 　決算整理前残高試算表において、法人税及び住民税の中間納
付額22,600千円並びに事業税の中間納付額4,600千円は法人税等
勘定に、消費税等の中間納付額14,800千円は仮払金勘定に計上
されている。

　　⑶ 　消費税等については、確定納付税額を未払消費税等に計上し、
仮払消費税等と仮受消費税等の相殺残高との差額があれば、雑
損失又は雑収入で処理するものとする。

　　⑷　事業税の未払計上額は税効果会計を適用する。

●全国公開模試〔第三問〕13
　13　諸税金に関する事項
　　⑴ 　中間納付税額及び源泉徴収税額控除前の当期の確定年税額

は、法人税及び住民税80,500千円、事業税18,500千円（内、付
加価値割及び資本割5,900千円） である。

　　⑵ 　決算整理前残高試算表の仮払金には法人税及び住民税の中間
納付額33,990千円、事業税の中間納付額9,000千円、源泉徴収さ
れた所得税200千円が含まれている。

　　⑶ 　当期の消費税等の確定年税額は65,500千円である。消費税等
の中間納付額14, 900千円が仮払金として計上されている。な
お、消背税等については、確定納付税額を末払消費税等に計上
し、仮払消費税等と仮受消費税等の相殺残高との差額が出た場
合、雑損失又は雑収入で処理する。

　　⑷　未払事業税は税効果会計を適用する。


